
令和元年11月6日

林法律事務所

弁護士山中理司様

大阪市市民局総務部住民情報担当

担当：中村、下村電話：06-6208-7337

公文書の公開請求にかかる情報提供文書の送付について

平素は、大阪市政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、令和元年10月23日付けで請求のありました大阪市が保有する公文書の公開請求

のうち、 「犯罪人名簿事務の取扱いについて定めている文書（最新版)」について、犯歴事務

の取扱を定めた資料を別添のとおり送付させていただきます。
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（少年に関する取扱いについては46ページ「少年に関する取扱いについて」の項参照）
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【名簿の作成】
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(既に他市区町村に転籍している場合)-…(犠式3種茎三三墓重重詞(様式4)->反春莚璽爾E薑詞
（鮒さ叔誠頗醐離洲）
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籍一属通知Ｉ 文書処理簿に登 戸鰯照合

文書処理簿に登載
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(検察庁から）【累犯に係る既決犯罪通知】があった場合
（ 〃 ）【刑執行猶予言渡し取消通知】があった場合

（ 〃 ）【恩赦事項通知】（減刑・刑の執行免除・制限復権の場合〉があった場
（ 〃 ）【刑の分離決定通知】があった場合
（ 〃 ・）【刑の時効完成通知】があった場合
《 〃 ）【再審結果通知】があった場合
（ 〃 ）【非常上告結果通知】があった場合
（ 〃 ）【既決犯罪通知撤回通知】があった場合
（ 〃 ）【財産刑執行終了通知】があった場合
(保護観察所から)【仮釈放期間満了通知】があった場合
（ 〃 ）【仮退院期間満了通知】があった場合
(刑務所から）【自由刑執行終了通知】があった場合
(鰄雛髄魏鋤ら)【不定期刑執行終了決定通知】があった場合
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§鎖】又は【名簿の修正】
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他市区町村に転
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【転属通知漏れ】

本籍地へ本籍転属通嶺

~て雪霞壷蜀審零蒸符了
(様式3)→【以下「名簿の閉鎖」の項へ】

（

において、大赦・特赦・全面復権については名簿を閉鎖するので注意すること。
（→「名簿の閉鎖」の項）
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管内転籍|婚姻等による改姓等 名簿・見出し帳を修正 検察庁へ異動通知(様式4）
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検察庁へ異動通（ネ

新本籍地へ転属通知

式4)‐
寺

様式3
名簿閉 出し帳抹消 、去簿へ編綴

名簿により刑

の消滅の調査
司瞬しらV

当減の回發 ※恩赦事項通知において、減刑・刑の執 免除・
こと。

厚の追I

制限復権

己」の項）

赦事項通知があった場合1(大赦・特赦・全面復権の場合 (胤測醗醐聴いて&髄箙し鯖について）

p腫薪耐蓉天蚕蕊罰(様式2
については名簿を閉鎖しないので注意すること。

文書処理簿に登 鯖照合
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匡皿犯歴事務の意義
犯歴事務は、罰金以上の刑が確定した者につき、市区町村長が当該市区町村内に本籍を有

する者の犯罪人名簿を調製し、各種の舞識諦騨事務及び選挙蕊義簿義務に資するために行う

事務である。

これらは、人の資格を問うものであり、ひいては人の名誉、信用、人権にもかかわるもの

であるため、その取扱いには、特に厳重な注意を要するものである。

K2。犯歴事務の沿革
現在の犯罪人名簿の起源は、明治5年の太政官布告において、「囚獄及び徒流人等その管

内に戸籍ある者は戸籍表へ載せ、他管内の者は寄留表に記載すべきこと」とされたことによ

り、明治5年式戸籍（壬申戸籍）に犯罪事項が記載されたことに始まる。

その後、明治15年に旧刑法が施行され、有罪確定者の公権が著しく制限され、同時に施

行された治罪法により既決犯罪通知の制度が始まり、この既決犯罪表を犯罪人名簿として活

用された。

ついで、明治22年に旧衆議院議員選挙法が公布され、選挙人名簿は郡市町村長において

調製するものとされたため、この頃から、犯罪人名簿が選挙人・被選挙人の資格調査のため

に利用されるようになった。

明治41年に現行刑法が施行され、公権を制限する規定を置かないものとされた。しかし、

刑罰を受けたことにより人の資格を制限する規定が次々と制定されたため、これらの資格調

査（身分証明）及び住所地を管轄する市区町村における選挙人名簿の調製の必要上、市区町

村では依然として犯罪人名簿備付けの必要性が認められた。

以上の次第で、市区町村では長い間、いわば受動的に犯罪人名簿の調製整備を行ってきた

が、大正6年に至り、 「市町村長をして本籍人の犯罪人名簿を整備し転籍者に関する通知を

為さしむる件」と題する内務省訓令第1号が発せられ、有罪の確定裁判を受けた者の戸籍事

務を管掌する市区町村長に、犯罪人名簿の調製整備をすることが初めて義務づげられた。こ

の内務省訓令が現在市区町村で調製されている犯罪人名簿の備付けの根拠となっている。

（ 二、

一

（

Km名簿の調製者
有罪の確定裁判を受けた者の戸籍事務を管掌する市区町村長。

（大正6年4月12日付け内務省訓令第1号）

K2。名簿調製の対象者
検察庁から既決犯罪通知の行われる罰金以上の刑に処する有罪の確定裁判の言渡しを受け

た者。ただし、下記の者は既決犯罪通知が行われないので除かれる。

（1）少年のときに犯した罪に係る裁判であって、確定のときに刑の執行を受け終わったとされ

る者、刑の執行を猶予された者及び刑の執行を免除された者。

（2）道路交通法・道路交通取締法・道路交通取締法施行令・道路交通取締令・自動車の保管場

所確保等に関する法律違反により罰金以下の刑により処せられた者。
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（3）日本国籍を有しない者及び本籍不明者｡(これらの者は東京地方検察庁で管理している）
【※】0罰金以上の刑とは、死刑、懲役、禁鋼及び罰金刑の確定裁判のみならず、執行猶予の裁判
及び刑の執行を免除する裁判が含まれる。

0道路交通法等違反による罰金刑については、道路交通法違反事件の激増に伴う犯歴事務の
増大に対処するため、昭和37年6月からは、市区町村長に対する既決犯罪通知は行わない
こととされた。

K別名簿の作成
犯罪人名簿は、通常、地方検察庁からの既議鑓罪謹鐡又は前本籍地からの謹祷篝鑑職掌蕊鐘
紺に基づいて新規に調製される。ただし、累犯による既決犯罪通知による場合は､新規に調製

することなく、既作成の名簿に後刑として追加記載することとなる。 （10ページ「(1)既決犯

罪通知(累犯の場合)に基づく処理」の項参照）

既決犯罪通知に基づく処理(1）

①文書処理簿への登載〆
ｌ
、

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

文書処理簿の様式については特に定めないが、通受年月日・氏名・本籍・通知の種類・

発信者を記載し、さらに備考欄には、誤送や該当なし等により返戻したとき、あるいは、

転属通知漏れにより地検へ異動通知及び新本籍地へ転属通知したときなどにその旨を記載

すればよいであろう。

、_／

〉(例

一
～

②チェック欄の設置
（ 、 ／

へ一一

戸籍照合、見出しへの登載、名簿の作成、公選通知等について、その処理漏れを防止す

るため、ゴム印等により通知書の余白にチェック欄を設けるとよいであろう。

(例）

③戸籍照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日について誤りがないか照合する。

今該当者が見当たらないとき、又は誤送の場合は、様式（1）により返戻し、その旨を文

書処理簿に記載する◎

吟転籍等により本籍が異動している場合、あるいは氏名・生年月日が多少違っているた

め同一人と断定できない場合は、戸籍の写しを添付のうえ、様式（1）により通知書を返

－4－

番号 年月日 氏名 本籍 通知の種類 発信者 備 考

1 13.1･10大阪一郎中之島1－1 融瞬鋤 大阪地検 13･1.11譜札により賑

2 13.1･10浪花和子 梅田3
一 3 鰍瞬鋤(瓢） 〃 鯛鋤馴により13.1.11畑側

臘へ鶏珈､鮴馳巾蝿へ旗融

戸籍照合 見出し 名簿 公選通知



戻し、その旨を文書処理簿に記載する。

今住居表示・土地区画整理等による本籍変更、あるいは誤字・旧字等による氏名の字体

の相違については、返戻することなく、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付
のうえ、様式（1）により地方検察庁へ通知する。

④選挙管理委員会への通知

公職選挙法第11条3項により、既決犯罪通知によって、その者が禁麹鍍盤鰯態髪栽織

稼猶議潤窯蕊溌又は識蕊鐵鐵鎧還廃潅難鶏識釜撰韮灘識に処せられた場合等、選挙権及び
r イ

被選挙権を有しなくなったことを知ったときは、直ちに住所地の選挙管理委員会に通知す
ることとされている。

よって、これに該当する者については、戸籍附票により住所を確認し、様式(2)により

当該住所地の選挙管理委員会へ通知し、既決犯罪通知書の備考欄及び名簿の｢その他｣欄に

通知年月日及び通知先を記載する。

なお、戸籍附票の住所が鱗擢譜藤又は潅灘蕊擬している場合には、選挙管理委員会へは

通知しない（ただし、海外転出者のうち謹雛篭鑿蕊藩簿謹識講については霊鋳錨の選管へ

通知する）。ただし、その後、猛競議鑓、叢麗転識、国難灘蕊鍾義灘があったときには、

改めて猛燕篭の選挙管理委員会へ通知しなければならない。よってこの通知漏れを防止す

るために、既決犯罪通知があった時点で、戸籍附票の該当者のところに、 「公選通知未通

知」である旨を付篭等で明らかにしておき、その後に住所設定等の戸籍附票通知があった

ときに、附票処理担当者から民刑担当者に必ず連絡をして、直ちに公選通知ができるよう

にしておかなければならない。これは、公選通知後に職権消除等があった場合でも同様で

あるので、職権消除等の戸籍附票通知があった場合は、附票処理担当者から民刑担当者に

必ず連絡をし､犯罪人名簿を確認のうえ、既に公選通知済みの該当者があった場合には、

附票の該当者のところに、 「公選通知後職権消除（海外転出）」である旨を付菱等で明ら

かにしておき、その後に住所設定等の戸籍附票通知があったときは、附票処理担当者から

民刑担当者に必ず連絡をし、直ちに公選通知をするようにしておかなければならない。

（

【公選通知の事務の流れ】
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⑤名簿の作成及び見出し鰻への登載

見出し帳により前犯歴を薙認じ、初犯については、名簿を作成のうえ、見出し帳に登載
する。累犯については、当該名簿に追加記載する。（10ページ「(1)既決犯罪通知(累犯の

場合）に基づく処理」の項参照）

⑥通知書の供覧及び保管
供覧を終えた~所要あ延理を終えれば､通知書はまとめて(例えば月ごとに)供覧に付し、

通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。

(2）

前本籍地の市区町村名簿に登載されている者が、転籍等により本籍転属してきた場合、

長から転属者民刑事項通知がされ、その通知により名簿を調製する。

①文書処理簿への登載

通知をうけたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

②チェック欄の設置

一筧諏簿お麺蓮漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により設けると
よいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

③戸籍照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日に誤りがないか照合する。

吟転属者が既に他市区町村に再転属している場合は、地方検察庁へ様式（1）により戸籍

の写しを添付のうえ通知し、新本籍地へは様式(3)により同通知書を添付のうえ通知す

る。文書処理簿にはその旨を記載しておく。

④刑の消滅の確麗

（
ミ ノ
､●～一

転属者につき、刑が消滅していると思われる場合は、前本籍地に連絡をとり、消滅を確

認した場合は､通知書を様式(1)により前本籍地に返戻し、その旨を文書処理簿に記載す
る。 （「刑が消滅していると思われる場合」については、後述「第4・刑の消滅について

（39ページ以降〉」の項参照〉

⑤戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している過合
く
ゞ 戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、未届転入、

国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなければならな

いので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

⑥名簿の作成及び見出し帳への登載

､､、－－／

名簿を作成のうえ、見出し帳に登載する。

⑦通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて(例えば月ごとに)供覧に付し、供覧を終えた

通知書は民刑関係通知書綴に縞綴し保管する。
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(3)[蕊忘壼廊］
既決犯罪通知には「甲の1」と「甲の2」があり、 「甲の2」は、略式命令に係る確定

裁判にのみ使用される簡易書式である。

①既決犯罪通知（甲の1）による記入

(ア）調製年月日－－…-･名簿を作成した日を記載する。

(イ）本 籍－－…＝通知書③。④欄の本籍につき、戸籍照合のうえ記載する。

(ウ）筆頭者名 一一一－戸籍で確認した筆頭者名を記載する。本人が筆頭者の場合は「

本人」と記載してもよい。

(エ）氏 名---.-…通知書①欄の氏名を記載する。

(オ）生年月日 一------通知書②欄の生年月日を記載する。

(力）裁判の日及……－通知書⑤欄の年月日を記載し､⑧欄の裁判区分により､宣告

び裁判区分 ・略式のいずれかを○で囲む。

(キ）確定年月日一------通知書⑥欄の年月日を記載する。

(ク）通受年月日一…－－通知を受けた年月日を記載する。

(ケ）刑終了又は---.--…財産刑を既に終了している場合(罰金を既に完納している場合）

完納の日 又は未決拘留日数が本刑の刑期を超過している等により刑期の執

行が終了している場合には、通知書⑯欄に刑終了の年月日の記

載があるので、刑終了、完了年月日を記載し、通受年月日も記載

する。

(．）裁判所名…---------･通知書⑦欄の裁判所名を記載する。

(サ）罪 名一---------通知書⑭欄の罪名を記載する。

(シ）刑 名一---------通知書⑩欄の刑名区分番号に該当する刑名を､⑨欄から探し

て記載する。

(ス）刑期又は．…-…---通知書⑨。⑩欄の刑名区分が、01(懲役）・02(禁鋼)の場合は

金額 ⑪欄に刑期が表示され、03(罰金)の場合は金額が表示されるた

め、これを確認したうえ記載する。

なお、不定期刑については、次のように表示される。

（

この場合は、懲役8月以上、 1年以下を

表す。

一

量
く

(セ）執行猶予一----------通知書⑫欄に記入がある場合は執行猶予がついているので、

該当刑を○で囲み、執行猶予の年数を記載する。

(ソ）未決拘留----------通知書⑮欄の未決拘留日数を、法定通算、裁定算入に区別の

日 数 うえ、それぞれの日数を記載する。

未決拘留とは、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な

理由がある場合に、その逃亡、証拠隠滅及び再犯防止のために被

告人を拘禁する強制処分で、これは刑ではないが、自由刑と同等

の性質を持つので、有罪の場合は一定の条件のもとに本刑に通算

され、無罪の場合には刑事補償がなされる。未決拘留期間は裁判

所が任意に通算できる任意通算(裁定算入)と、必ず通算する法定

通算とがある。

(夕）恩赦事項一-------.-通知書⑬欄の保護観察区分等が｢0(なし)｣以外のときは、必

・その他 ず｢付保護観察」「付補導処分」「刑の執行免除｣のいずれかを記載。

－7－
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②既決犯罪通知（甲の2）による記入

--------…名簿を作成した日を記載する。

-------．通知書③。④欄の本籍につき、戸籍照合のうえ記載する。

…-…--．戸籍で確認した筆頭者名を記載する。

---……･通知書①欄の氏名につき、戸籍照合のうえ記載する。

--.-……通知書②欄の生年月日につき、戸籍照合のうえ記載する。

…弓--ぅ－－通知書⑤欄の年月日を記載し、「略式｣を○で囲む。

調製年月日

本 籍

筆頭者名

氏 名

生年月日

裁判の日及

び裁判区分

確定年月日

通受年月日

刑終了・完

納の日

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ア
イ
ウ
エ
オ
カ

く
く
く
く
く
く

…･-雪．－－通知書⑥欄の年月日を記載する。

--------…通知を受けた年月日を記載する。

---------通知書⑪欄に記載がある場合は、財産刑を既に終了している

ので、その年月日を記載し、「完納｣を○で囲んで、通受年月日も

記載する。

---------通知書⑦欄の裁判所名を記載する。

---------通知書⑩欄の罪名を記載する。

－－…－－通知書⑧欄の刑名が｢03罰金｣の場合は｢罰金｣を○で囲み､「

05科料｣の場合は｢科料｣と記載する。

……--…通知書⑨欄の金額を記載する。

(キ）

(ク）

(ケ）

裁判所名

罪 名

刑 名

ｊ
ｊ
ｊ

コ
サ
シ

く
く
く（

(ス）刑期・金額

【名簿記載例】～既決犯罪通知（甲の2）～
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K4】名簿の追記
犯罪人名簿は、地方検察庁から送付される既決犯罪通知書に基づいて調製されるが、これ

を的確に整備するためには、その後における刑の執行状況等を正確に把握し、常に名簿の補

完を図っておく必要がある。このために、市区町村において最小限必要とする刑の執行状況

等について、地方検察庁から通知するものとされている。また、自由刑執行終了に関する事

項については矯正機関から、また、仮釈放の満了に関する事項については保護機関から、そ

れぞれ通知されることになっている。

市区町村においては、これらの通知があった場合、あるいは、累犯にかかる既決犯罪通知

があった場合には、以下のとおり、犯罪人名簿への追記をしたうえ、所要の事務処理を行う。

／ 、、

、－－／

く
《

既決犯罪通知（累犯の場合）に基づく処理(1）

①文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」参照）

②チェック欄の設置 ．

見出し等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により設ける

とよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」参照）

③戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日を戸籍と照合し、名簿により累犯であ

ことを確認する。

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式(1）
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により､地方検察庁へ通知する。

今転籍等により既に本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、
地方検察庁へ、様式（1）により通知するとともに､~新本籍地へは、名簿の写し

と本通知書を添付し、様式（3）により通知する（35ページ「①他市区町村へ

転属した場合｣の項参照)。文書処理簿へはその旨を記載する。

④選挙管理委員会への通知

禁鍋以上の実刑又は公職選挙法違反による罰金以上刑の場合は、住所地の選

挙管理委員会へ、通知書の写しを添付し、様式(2)により通知する。既決犯罪

通知書の備考欄及び名簿の「その他」欄に通知年月日及び通知先を記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、

未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ

通知しなければならないので注意すること。

（5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

⑤名簿への追記

既作成の名簿に追記する｡(記入要領は7ページ｢(3)名簿の記入要領｣参照）

⑥通知書の供覧及び保管
く_J

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに〉供覧に付し、

供覧を終えた通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。

刑の執行状況等通知書に基づく処理(2）

【 】

①刑執行猶予言渡し取消通知による処理

刑の執行猶予の言渡しを受けた者につき、執行猶予言渡し取消の裁判が確定

したときは、地方検察庁からこの旨が通知される。

なお、少年のとき犯した罪により刑の執行猶予の言渡しを受けた者について

は、市区町村長に対して既決犯罪通知が行われていないため、その執行猶予が

取り消された場合には、刑執行猶予言渡し取消通知により．その旨が通知される。

この場合には、通知書の備考欄に「犯行時少年（犯時00歳）」の記載がされ、

「本通知書をもって既決犯罪通知書に代える」旨の記載が必ず行われるので、

これに基づいて新たに犯罪人名簿を調整しなければならない（前述「【3】名簿

の作成」の項参照）。

また、公職選挙法違反の刑による者がその執行猶予を取り消された場合は、

既決犯罪通知により既に通知済みの公民権停止期間に変更を生ずることになる

ので、本通知書により改めて通知される。

(ア）文書処理簿への登載

へ

／
ｊ
、
、

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

名簿追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印

等により設けるとよいであろう｡<4ページ｢②チェック欄の設置｣の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日を戸籍と照合し、犯歴内

容を名簿と照合する。
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今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、

様式（1）により地方検察庁へ通知する。

今転籍等により既に本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、

地方検察庁へ様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写し

と本通知書を添付のうえ、様式（3）により通知する（35ページ「①他市区町

村へ転属した場合」の項参照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）選挙管理委員会への通知

住所地の選挙管理委員会へ、様式(2)により通知する。なお、 「刑執行猶

予言渡し取消通知書」には未決勾留日数が記載されていないので、通知書の

写しとともに名簿の写しを（該当刑のみ〉も併せて添付のうえ送付すること。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設

定、未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委

員会へ通知しなければならないので注意すること。

（5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

(オ）名簿への追記

く 名簿の執行猶予事項を朱線で抹消し、「その他｣欄に取消決定年月日、確定

年月日、通受年月日を記載する。なお、執行猶予言渡し取消にかかる裁判所

が当初の執行猶予言渡しの裁判所と相違する場合は、その裁判所名を記載す

る。

(力）通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、

供覧を終えた通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。

p
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②恩赦事項通知による処理

恩赦があった場合、その種類によって、①澗瀧溝滅識議鶏慧、②翻職講滅擬懇涯瀧溌

慧簿懲閉鎖龍毒鶏蓉、③鑑簿潅鑑識鑛瀦薑藩猶蕊蕩慧の三つに分類されるため、この項

において、次により、恩赦の概要を述べることとする。

厩室司
刑罰は、国民生活の安全を確保するうえで必要不可欠のものであるが、種々の事象の

変化に伴って刑罰自体が適応しなくなったり、その目的の範囲を逸脱するに至った場合

には、刑罰又はその効果を消滅もしくは軽減させることが必要となるが、その不合理な

刑罰からの救済及びより合理的な刑罰の実現を図ろうとするのが恩赦の制度である。

厩砺詞
恩赦は、その方法、対象、範囲の面からみて、政令で一定の要件を定めて不特定多数

の者に一律に行われる蕊譲篭識葵譲蕊懲識謬と、犯罪の動機等により随時特定の者に対し

て行われる侭瓢懲識に分類され、その効果の面からみて、溌識、雑識、溌蹴、瓢蕊雛鍾

鐵錐際、猿耀の五つに分類される。

厩毒調
0大赦（一般恩赦）

←

〃
／
綴
，
，
噸
‐
潟
虻
甦

政令で罪の種類を定めて行われる恩赦で、当該の罪につき有罪の言渡しを受け

た者についてはその言渡しは効力を失い、まだ言渡しを受けていない者について

は公訴権が消滅する。 （恩赦法2条､3条）

0特赦（個別恩赦）

有罪の言渡しを受けた特定人に対して行われる恩赦で、有罪の言渡しはその効

力を失う。（恩赦法4条､5条､12条）
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0減刑（一般恩赦・個別恩赦）

刑の言渡しを受けた者に対し、政令で罪又は刑の種類を定めて一般恩赦として

行う場合と、個別恩赦として特定人からの上申に基づき行う場合がある。これに

より､刑を軽減し､もしくは執行猶予期間を短縮されることがある｡(恩赦法6,7条）

0刑の執行の免除（個別恩赦）

刑の言渡しを受けた特定人に対して行われる恩赦で､刑の執行の免除を受ける。

ただし､執行猶予中の者は刑の執行の免除を受けることができない｡(恩赦法8条）

0復権（一般恩赦・個別恩赦）

有罪の言渡しを受けたため、法令の定めるところにより資格を喪失し又は停止

された者に対し、一般恩赦又は個別恩赦として行われるもので、これには、喪失

又は停止されていた資格のすべてが回復する釜繭鍵潅と､特定の資格(例えば、選

挙権､被選挙権)のみを回復させる識狼鏡權とがある。（恩赦法9,10条）

厩あ砺堯面司
0一般恩赦今政令が公布された日

0個別恩赦今天皇の認証があった日
（ 、.._ノ

0刑が消滅する場合今大赦､特赦

溌識及び祷裁は有罪の言渡しそのものが効力を失うため刑は消滅する。よって名

簿は閉鎖する。

0刑は消滅しないが名簿を閉鎖する場合吟全面復権

復権は、失われた資格を回復はさせるが、刑そのものは消滅しない。ただし、釜

藤鎧潅の場合は、犯罪人名簿の存在意義を失うため、名簿は閉鎖する。

0名簿に追記するに留める場合吟減刑、刑の執行の免除、制限復権

識翻及び識鍾輔義謹選翻壌は刑そのものが消滅しないし、識臓蕊權は一部の資格の

回復にすぎないため、ともに名簿は閉鎖せず、その旨を名簿に追記するに留める。

以上が恩赦の概要であるが、地方検察庁から慧識議蕊謹蕊があった場合は、以下の処理を行う。

（ア）文書処理簿への登載

通知をうけたら、直ちに文書処理簿に登載する。

〈4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

〈 、ーゾ

名簿追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により

設けるとよいであろう。（4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日を戸籍と照合し、犯歴内容を名簿

と照合する。

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式

（1）により､地方検察庁へ通知する。

今転籍等により既に本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方

検察庁へ様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書

を添付のうえ、様式(3)により通知する(35ページ｢①他市区町村へ転属した場合」

の項参照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記、閉鎖
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0刑が消滅する場合(大赦･特赦)及び全面復権する場合
一一一一一■■一ロー＝のロー■■1 ＝ニーコーーー‐‐‐‐‐ー■■q■‐‐ー●ーー‐‐‐‐■■一一‐‐‐ｰロローーーー■■＝ロローーローー‐‐ー‐ー‐■■ー■■‐‐‐‐q■。■‐ー■■一一一一一一一■■■

その旨を名簿に追記し、名簿を閉鎖のうえ除去簿に編綴する。

0刑が消滅しない場合(減刑､刑の執行の免除)及び制限復権する場合
一一一●－－－－‐‐一一一一亡午■‐一一■■一一一＝ロー凸■■‐~の一一一‐＝ー一ーー一一一一ー一一‐‐‐ローーーーーーーーーローーーー－－ーーーq■一口ー--q■＝‐｡一ー~~ーわ‐‐一一■■‐‐ー‐ー‐一一‐○一一一一一一一＝■■ー

名簿の恩赦事項欄に恩赦事項を記載するにとどめる。
ゆ

(オ）選挙管理委員会への通知

既決犯罪通知の処理において、公選通知をしたものについては、恩赦事項通知の写

しを添付のうえ、様式(2)により住所地の選挙管理委員会へ通知をし、その旨を名簿

の「その他」欄に記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後､住所設定､未届転

入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなけれ

ばならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

(力）通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を

終えた通知書は民刑事項通知書綴に編綴し保管する。

(キ〉名簿の記載要領〈
恩赦事項通知書の①恩赦事項欄の区分(1～9）により恩赦の種類を特定し、その種

類によって、それぞれ②恩赦の日、③政令年次、④番号、⑤減軽刑名、⑥減軽刑期金

額、⑦短縮執行猶予期間の各欄の記載をもとに、名簿の恩赦事項欄に次の要領で記載

する。

0大赦〈区分1） －政令一

「平成00年政令第00号大赦令により平成00年00月00日赦免、平成00年00月

00日通受」と記載し、名簿を閉鎖する6なお、他に消滅しない刑がある場合

は閉鎖しない。

0特赦(区分2） －個別一

「平成00年00月00日特赦令により赦免、平成00年00月00日通受」と記載し

名簿を閉鎖する。なお、他に消滅しない刑がある場合は閉鎖しない。

0政令減刑(区分3）

「平成00年政令第00号減刑令により平成00年00月00日懲役2年を1年6月

に変更、平成00年0明00日通受」と記載する。

0個別減刑<区分4）

「平成00年00月00日減刑令により執行猶予期間3年を1年6月に短縮、平

成00年00月00日通受」と記載する。

0政令復権(区分5） －全面復権一

「平成00年政令第00号復権令により平成00年00月00日復権、平成00年0明

00日通受」と記載し、名簿を閉鎖する。なお、他に消滅していない刑がある

場合は閉鎖しない。

0政令特定資格復権（区分6） －制限復権一

「平成00年政令第00号復権令により平成00年00月00日0000000につき復権、

平成00年00月00日通受」と記載する。

0個別復権(区分7） －全面復権一

「平成00年00月00日復権令により復権、平成00年00月00日通受」と記載し、

名簿を閉鎖する。なお、他に消滅していない刑がある場合は閉鎖しない。

0個別特定資格復権(区分8） －制限復権一

〃一一・

（
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「平成00年00月00日復権令により000000につき復権、平成00年00月00日通受」
と記載する。

0刑の執行免除(区分9） －個別一

「平成00年0明00日刑の執行免除令により懲役1年の執行を免除、平成00年00
月00日通受」と記載する。

些蓮等－1瞳陸生笙璽迄=ヱ左塗食旦塞圭塑三生_墜型里宣塗上圭蟄主墓込呈空一堂
二よりとロ言を回”‘‘ 〃、弓法6U

記載のうえ、名簿圭翼鎮塑』_塑二坐垈忌三_ｴ坐鍵三盟主皇聖延幽三三上墓』‐
里項塗盟上
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③刑の分離決定通知による処理

刑の分離とは、併合罪の関係にある複数の罪について1個の刑が言い渡され、その後、

一部の罪について大赦があった場合、大赦に係る罪を分離し､.大赦にならない罪について、

新たに刑の言渡しを行うものである。大赦に係る罪につき珊迩識離溌遥謹謝があった場合

は、次により処理をする。

(ア）文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により

設けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍､氏名､生年月日､犯歴内容を戸籍､名簿と照合する。

匂相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付し､様式（1）

により、地方検察庁へ通知する。

吟転籍等により本籍力撰動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察

庁へ様式（1）により通知する。新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を添付のうえ

様式（3）により通知する(35ページ「①他市区町村へ転属した場合」の項参照）。文

書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

C

刑の分離決定の日、確定の日、罪名、刑名刑期(金額)、恩赦事項を記載し、どの罪

について刑の分離決定、大赦があったかを記載する。

(オ）選挙管理委員会への通知

刑の分離決定により刑期の変更を伴うことになるため、既決犯罪通知の処理におい

て、公選通知をしたものについては、刑の分離決定通知書の写しを添付のうえ、様式

（2）により住所地の選挙管理委員会へ通知をし､その旨を名簿のその他欄に記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、未届

転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなけ

ればならないので注意すること。（5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

(力）通知書の供覧及び保管

一一

く
』

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を

終えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。

④刑の時効完成通知による処理

刑の時効期間は、有罪の裁判の確定後、死刑は30年、無期懲役(禁銅)は20年、10年以上

の懲役(禁鋼)は15年、 3年以上の懲役(禁鋼)は10年、3年未満の懲役(禁鋼)は5年、罰金

は3年、拘留・科料は1年であり、この期間刑の執行を受けないことにより刑の時効が完

成する(刑法32条)。時効完成の日は、時効期間満了日の翌日であり、この日から刑の消滅

期間等が起算される。この際識莞磯鐘雑があった場合は、次により処理する。

(ア）文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

－17－



(イ）チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により設
けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍6名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合する。

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式（

1）により、地方検察庁へ通知する。

今転籍等により既に本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検
検察庁へ様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を

添付のうえ、様式(3)により通知する(35ページ｢①他市区町村への通知｣の項参照)。

文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

名簿の｢その他｣欄に、 「平成00年0明00日刑の時効完成、平成00年00月00日通受」と

記載する。

'1,により刑a

畠によ ″、 ，言を口去6U秀′
、〆

、

、一ノ窪する:M2_いについマ

(オ）選挙管理委員会への通知

既決犯罪通知の処理において、公選通知をしたものについては、刑の時効完成通知書

の写しを添付のうえ、様式(2)により住所地の選挙管理委員会へ通知をし、その旨を名

簿の「その他」欄に記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、未届転

入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなければ

ならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

(力）通知書の供覧及び保管

、所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を終

えた通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。

【名簿記載例】 ～刑の時効完成通知～
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【刑の時効完成通知書】
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⑤再審結果通知による処理

再審の審判によりなされた裁判が確定した場合、再審前の確定裁判(原判決)は当然に

その効力を失うことになるので、既に行った既決犯罪通知を撤回し、新たに再審の裁判

の結果を通知する趣旨で再審結果通知がなされる。この通知があった場合、次により処

理する。

(ア）文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

一

（

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等によ

り設けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合I

通知書に記載されている本籍･氏名･生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合する。

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式

（1）により、地方検察庁へ通知する。

今転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察

庁へ様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を添

付のうえ、様式（3）により通知する(35ページ｢①他市区町村へ転属した場合」の項

参照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

名簿には、再審の裁判について新たに行を起こして犯歴事項を登載したうえ、そ

の他欄に「○欄目の犯歴の再審結果」と記載し、原判決による犯歴の記載を斜線で
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抹消し、 「その他」欄に「再審の裁判の確定により抹消」と記載する。

(オ）選挙管理委員会への通知

既決犯罪通知の処理において、公選通知をしたもの、又は、通知しなかったが､｢再審

結果通知」で、再審の結果、禁鋼以上の実刑又は公職選挙法違反による罰金以上刑が確

定したものについては、再審結果通知書の写しを添付のうえ、様式(2)により住所地の
選挙管理委員会へ通知をし、その旨を名簿の「その他」欄に記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、未届転

入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなければ

ならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

<力）通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を終

えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。

⑥非常上告結果通知による処理

非常上告とは、再審が、原判決が事実誤認であるとして行われるのに対して、法令違反を

理由として行われるもので、これにより原判決が破棄された場合には轆謹鴎鑿艤黙邇麹がな

される。これに伴う事務処理は、再審結果通知の場合と同様に行う。

く ノ
、一一・

⑦既決犯罪通知撤回通知による処理

上訴権又は正式裁判請求権の回復請求を認める決定が確定すると、上訴の申立て又は正式

裁判の申立てが有効となり、原裁判は確定しないことになるので、原裁判について既に既決

犯罪通知が行われている場合には、これを撤回する必要があるため、蕊溌耀罪鐘鋤撤薗鑓麹

がなされるb

この通知があった場合、既決犯罪通知において公選通知したものについては、この通知の

写しを添付したうえ、様式（2）により公選通知するとともに、犯罪人名簿については、当該

犯歴1犯のみが登載されている場合は、「その他｣欄に事由を記載したうえ、犯歴を斜線で引

いて抹消し、名簿を閉鎖する。2犯以上が登載されている場合は、当該犯歴を斜線で引いて

抹消したうえ、その備考欄に抹清事由（通知書記載の撤回事由）を付記する。

／ ・

､､ー."ノ(‐ ⑧財産刑執行終了通知による処理

財産刑の執行終了とは、現金・証券・印紙による納付、労役場留置の執行、強制執行によ

る配当金の受領のほか、仮出場（労役場留置の満了日前に情状により釈放を許すもので、釈

放の日をもって刑の執行が終了したものとして取り扱われている）による刑の執行終了の場

合も含むものである。この場合、刑執行終了の日とは、現金等納付の場合は完納の日、労役

場留置の場合は執行終了の日、仮出場の場合は釈放の日である。これにより、爵鑓職識織終

議鑓難があった場合は、次により処理する。

(ア）文書処理簿への登載

通知を受けたら､直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により設

けるとよいであろう。（4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

－20－



通知書に記載されている本籍･氏名･生年月日･犯歴内容を戸籍･名簿と照合する。

吟相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式（

1）により､地方検察庁へ通知する。

吟転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察庁

へ、様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を添付

のうえ、様式（3）により通知する（､35ページ「①他市区町村へ転属した場合」の項参

照)。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

刑終了の日及び通受年月日を記載し、「完納｣か｢刑終了｣かのいずれかを○で囲む。

(オ）選挙管理委員会への通知

公職選挙法第11条3項の規定による財産刑の場合には、住所地の選挙管理委員会

へ、通知書の写しを添付のうえ、様式（2）により通知し、通知書の備考欄及び名簿の

「その他」欄に通知年月日及び通知先を記載する。

なお、戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、

未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知し

なければならないので注意すること｡（5ページ｢④選挙管理委員会への通知｣の項参照）

(力）通知書の供覧及び保管

＜…

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を

終えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。

【名簿記載例】～財産刑執行終了通知～
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【財産刑執行終了通知書】
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①仮釈放期間満了通知による処理

仮釈放とは、仮出獄と仮出場をあわせた呼称である。

仮出獄とは、禁鋼以上の実刑に処せられ矯正機関に収容された者につき、有期刑に

ついてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、改俊の情があ

ると認めたときに、一定の条件をつけて、刑期に先立ち施設から仮に出獄させ、その

後、釈放期間（残余刑期期間）を一定条件に違反することなく無事満了したときに、

自由刑の執行を終了したこととする刑事政策的処分をいう。

仮出場とは、 1日以上30日未満の拘留という自由刑を受けた者、又は罰金・科料の

刑を受けてこれを完納することができないため、これに換えて労役場の留置を受けて

いる者に対し、情状によって仮に出場を許す場合をいう。

なお、仮釈放中は保護観察に付される。保護観察とは、矯正施設に収容せず、犯罪

者の自発的な改善・更生を図る処分で、これには、刑の執行猶予のように収容処分な

しにはじめから保護観察を行う場合と、このように、いったん収容処分をしたうえで

仮に釈放して保護観察する場合とがある。保護観察を実施するのは、各都道府県に置

かれた保護観察所である。

仮釈放期間を満了したとき、自由刑の執行が終了するため、保護観察所から狼識溌

類間濃霧鐘錨がなされる。よって、この通知があったときは、次の処理をする。

(ア）文書処理簿への登載

／ 、

ノ
、､=一〔

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ）チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等に
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り設けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）
(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合する

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式（
1）により地方検察庁へ通知する。

命転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察庁

へ、様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を添付

のうえ、様式（3）により通知する（35ページ「①他市区町村へ転属した場合」の項参
照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

名簿の所定欄に、仮釈放期間満了の日、通受年月日を記載する

これにより刑C 「〃よ刀、つたも‘

が矼さ恥6ため(′､牛法6U 廷旦Q全_ﾕｰ里l皇よ_回_資格を回復』_全_記載2
己48ページ’ 畠に崖する：1， ルい 呈宏照

(オ〉選挙管理委員会への通知

住所地の選挙管理委員会へ、通知書の写しを添付のうえ、様式（2）により通知をし、

その旨を名簿の「その他」欄に記載する。

なお、戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、

未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知し
なければならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項
参照）

(力）通知書の供覧及び保管

<＝

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、

終えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。

供覧を
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【仮釈放期間満了通知書】
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②仮退院期間満了通知による処理

仮退院とは、売春防止法第5条の罪を犯した満20歳以上の女子で、懲役又は禁鋼につい

てその執行を猶予され、 6カ月の補導処分に付されて婦人補導院に収容された者が、地方

更生保護委員会の許可により仮に退院することをいう。仮退院中は保護観察に付され、仮

退院期間を無事満了したときは、刑の執行猶予期間が経過したものとみなされ、保護観察

所から擬遥院溝議鐘鐡がなされる。ただし、この通知は糠溌淡期瀞満蕊謹揃書をもってな

される。なお、刑の執行猶予期間が経過したものとみなされるということは、刑が消滅す

ることになるので注意すること(31ページ｢【5】名簿の閉鎖又は修正｣及び39ページ｢第4・刑

の消滅について｣の項参照）。この通知があったときは、次により処理する。

(ア）文書処理簿への登載

／

〈 ﾐーノ

通知をうけたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により

設けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合する

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式
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（1）により、地方検察庁へ通知する。

吟転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察

庁へ、様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を

添付のうえ、様式(3)により通知する（35ページ「①他市区町村へ転属した場合」
の項参照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

名簿の｢その他｣欄に、仮退院期間満了の日及び通受年月日を記載したうえ、 「仮退

院期間満了により刑の執行猶予期間が経過したものとみなされる」と付記する。

なお、このことにより刑が消滅することとなるので、このあと、「刑の消滅の照会」

を行い、その回答により名簿を閉鎖することとなる。 （31ページ｢(1)刑が消滅した場
合」の項参照）

(オ）選挙管理委員会への通知

公職選挙法第11条3項の規定には該当しないので、選挙管理委員会への通知は不
要。

(力）通知書の供覧及び保管く
所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに〉供覧に付し、供覧を

終えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。

【名簿記載例】～仮退院期間満了通知～
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【仮退院期間満了通知書】 （「仮釈放期間満了通知書」によって通知される）

＜“
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③自由刑執行終了通知による処理

自由刑とは、受刑者の身体の自由を剥奪（拘禁〉することを内容とする刑罰で、これには、

労働の強制を伴う慧撰と、労働の強制を伴わず、受刑者の請願により労働に従事する禁錨と

がある。さらに、最も軽い自由刑として30日未満拘留場に拘置される撤謹がある。

これらの自由刑のうち、懲装もしくは禁麹の刑の執行が終了した場合又は講導麺識（懲役

又は禁鍋刑の執行を猶予されて婦人補導院に収容されること）の執行が終了した場合には、

刑務所、拘置所、婦人補導院等の矯正機関の長から灘謹荊栽議譲議通舗がなされる。ただし、

このうち補導処分の執行終了の場合には、これにより刑の執行猶予期間が経過したものとみ

なされるため、すなわち、このことにより刑が消滅することになるので注意すること（31ペ

ージ「(1)刑が消滅した場合｣の項参照）。

この通知があったときは、次により処理をする。

<ア）文書処理簿への登載

／ 、

、

､－－－く

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ〉チェック欄の設置

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により設

けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）
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(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合す

る。

吟相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様

式（1）により、地方検察庁へ通知する。

今転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検

察庁へ、様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知

書を添付のうえ､.様式（3）により通知する(35ページ「①他市区町村へ転属した場

合」の項参照）。文書処理簿へはその旨を通知する。

(エ）名簿への追記

名簿の所定欄に、刑終了の日、通受年月日を記載する。

なお、婦人補導院長からの補導処分の執行終了の通知の場合には、名簿の「その

他」欄に「補導処分の執行終了により刑の執行猶予期間が経過したとみなされる」

と付記する。また、これにより刑が消滅することとなるので、このあと、 「刑の消

滅の照会」を行い、消滅の旨の回答を得たうえで、名簿を閉鎖することとなる｡ （

31ページ「(1)刑が消滅した場合」の項参照）

(オ）選挙管理委員会への通知

／
ｉ
Ｌ

既決犯罪通知の処理において、公選通知をしたものについては、通知書の写しを

添付のうえ、様式（2）により住所地の選挙管理委員会へ通知をし、その旨を名簿の

「その他」欄に記載する。

なお、戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設

定、未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ

通知しなければならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通

知」の項参照）

(力）通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧

を終えた通知書は民刑事項関係通知書綴に編綴し保管する。
〆一

（
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【名簿記載例】 ～自由刑執行終了通知～

P

B

I
■

く
、_ノ

【自由刑執行終了通知書】
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自由刑執行終了通知書

北市②町村長殿
平成が年乙月

ﾉV叉 刑務所一(支所>-長
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日
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下記の者について刑（補導処分〉の執行終了したので通知する。
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④不定期刑執行終了決定通知による処理

不定期刑とは、自由刑の刑期を裁判において具体的に確定せず、一定の長期（最高限）

及び短期（最低限）を定めて言い渡し、その後、刑の執行の段階で、その成績をみたうえ

で釈放の時期を決定する制度である。

ただ、現行の日本刑事裁判は、成人犯に対してはすべて定期刑の言渡しをしており、例

外として､少年（20歳未満の者）に対してのみ不定期刑の言渡し制度が規定されている

（少年法52条)。

この少年法52条の規定により不定期刑の言渡しを受けた者が仮出獄した場合において、
～

その刑の短期が経過した場合に、保護観察中の成績により相当と認めるときは、保護観察

所の長の申請により地方更生保護委員会は刑の執行を受け終わったものとする決定をする

ことができる。この決定があった場合、蒸穂期鋼栽糠終瀧藻鑓懲鎚がなされる。

この通知があった場合、次により処理する。

(ア）文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。 ．

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

(イ） チェック欄の設置

／
Ｉ
、

名簿の追記等の処理漏れ防止のためのチェック欄を通知書の余白にゴム印等により

設けるとよいであろう。 （4ページ「②チェック欄の設置」の項参照）

(ウ）戸籍・名簿との照合

通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日・犯歴内容を戸籍・名簿と照合する。

今相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式

（1）により、地方検察庁へ通知する。

命転籍等により本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察

庁へ、様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を

・添付のうえ、様式（3）により通知する（35ページ「①他市区町村へ転属した場合」

の項参照）。文書処理簿へはその旨を記載する。

(エ）名簿への追記

名簿の「その他」欄に、不定期刑執行終了決定日、その効力発生日及び通受年月日

を記載する

なお 、 ，刑の言しはE/一．′、 であったに艮されるためこの行一了

一

く

により刑の言しを”けなかったものとみなされる(小；且60 皇 よって ｢少

法60 豆によ と1台を回′ と冒 一 のうえ ＆を閉呈する 46～48ページ「夢

i1, iルいについて 皇参照

(オ）選挙管理委員会への通知

住所地の選挙管理委員会へ､通知書の写しを添付のうえ､様式（2）により通知をし、

その旨を名簿の「その他」欄に記載する。

なお、戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定

未届転入、国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知し

なければならないので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項

参照）

(力）通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ことに）供覧に付し、供覧を

終えた通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。
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K5コ名簿の閉鎖又は修正
犯罪人名簿は、既決犯罪通知に基づいて作成し、その後、各種の刑の執行状況等通知に基

づく追記により、常に整備補完を図っているが、これも一に各種の舞舞誰明議務及び選拳蕊

潜簿雲霧に資するためである。よって、この名簿を保管する事由がなくなったときには、必

然的に名簿は閉鎖されることとなる。すなわち、①識溌溝繊灌溌選慧、②懲鍍潅蕊難繼権鐙

鍵謹選、③繼請躍睡鐡潅蕊震鑪総謹慧、④蕊難菌籍遥蕊懸難瀧識曜蕊謹蕊、⑤苑謹蕊蕊躍

懸鍵謹慧には、名簿を閉鎖するbなお、管蘇篭蕊籍議識蕊樋窯潅藻蕊議籍蕊議藩篭蕊動蕊溌議

溌場慧には、名簿を修正ずる。

(')正荊顕藏て亮濡] 【名簿の閉鎖】
刑は、その執行終了後一定の年限を経過するか、執行猶予期間が経過した場合、あるい

は恩赦によってもその言渡しの効力を失う場合がある。これが刑の消滅である（刑の消滅

についての詳細は、後述「第4・刑の消滅について(39ページ以降)」参照)。刑の消滅によ

る名簿の閉鎖の処理は､次により行う。

①名簿の点検

名簿を点検し、刑が消滅していると思われる者(39ページ～「第4.刑の消滅について」

の項参照〉を抽出する。またこの作業は、年間を通じて、適当な時期を定めて定期的に

行うのが望ましい。

②地方検察庁へ照会

く‐

抽出した名簿について文書処理簿に登載し、名簿の写しを添付のうえ、様式（5）によ

り地方検察庁へ照会する。

③地方検察庁からの回答に基づく処理

(ア）全ての刑が消滅している場合

名簿の「その他」欄に「刑の消滅」の旨を記載し、閉鎖年月日欄に処理年月日を

記載のうえ、名簿を閉鎖する。

(イ）一部の刑が消滅している場合

名簿の当該刑を朱線交差により抹消し、 「その他」欄に「刑の消滅」の旨及び処

理年月日を記載する。

(ウ）刑が消滅していない場合

へ

（
道路交通法等違反による罰金刑については既決犯罪通知がされず(3ページ「【2】

名簿調製の対象者」の項参照）、名簿に登載されていないため、市区町村保管の名

簿に登載されている刑が消滅していると思われる場合でも、道路交通法等違反の罰

金刑により中断され消滅していないことがある。よって、このような場合は、名簿

に、消滅していない理由となっている刑を付葵処理等で明らかにしておき（地方検

察庁からの回答の付菱を利用するとよい）、次回の照会時に、再度照会できるよう

にしておく。

(エ）再照会を要する場合

氏名・生年月日等の名簿の記載誤りにより再照会を要するものについては、文書

処理簿に改めてその旨を記載し、戸籍の写しを添付のうえ再照会する。

④見出し帳の手入れ

名簿を閉鎖した場合は、見出し帳の氏名等を朱線で抹消し、閉鎖年月日を記載する。

⑤閉鎖名簿の保管

閉鎖した名簿は除去簿に編綴し保管する。
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⑥回答書の供覧及び保管

回答書はまとめて供覧に付した後、回答書綴に編綴し保管する。
郷澁強一 「因劫に上る刑の消滅」については、次の「(2)恩赦があった場合」の項で述べる。※なお、 「恩赦による刑の消滅」

【名簿記載例】 ～刑の消滅（全部消滅の場合）～

（
､－－.〆

【名簿記載例】 ～刑の消滅（一部消滅の場合）～

（ 、一一

－32－

平
成
．
年

爵

.､月

日
仮

年
月
日
;期

Z
閏
溝
了

通
曇

爵孟

『年
月
日
鋼
終
了
完
納

年
月
日
通
・
愛
．

藍
ぞ
彦
鳳
子
細
週

平
成
タ
ギ
ク
月
〃
日
・
硫
定

〃
日
通
受

蛋
２
平
寄

、; ：衝:
支
△

■

部 ．
金

詐
欺 ● ･ q

平
成
年

一
卜
爵

●

●

●

月
日
・
仮

●

期

恩
§
了

●
年
月
・
日
通
受

爵
鈴
苫
均
質
測
卿

謹
釧
差
鳳
？
遺
愛
．

平
成
〆
年
哩
〃
月
諏
凹
細
川
鮒

平
鹿
典
子
月
や

乎
成
陶
塙
ｒ
月
〃
日

●

通砿

受定

◎簡易．阜守●二衝
・
支
部 窪
傷
害

■ ●

●
威
判
・
硫
定
・
刑
終
・
完
岫
の
日
．

■

裁
判
所
名

卵

名

●
。

大
阪
Ⅲ
巻
宇
乏
島
蓄
悪
池

由
■

■
。

ハ
燗
幽
ｖ
禁
鰯
〃
／
年

ろ
月

翌
・
・
円

（
一
日
円
）

●
●
●
●
早
●

ハ
圃
脚
〉
禁
園
嗣
金
刑
今
年
岡
執
行
錨
子

賎

●
６ｅ

①
●

●
●

未
決
拘
目
日
数

争
●
今
日
通
算

日
算
入

Ｃ
ｅ

；

《
掴
耐
▽
禁
囲
ノ
／
年

由
■
乙〆

月

圃
金
円

i
9
Q

●

●●

二
日
円
）

◆

8

●
賎
役
禁
鋼
飼
金
刑
年
閏
執
行
猶
予

農
、
戒
定

■
０
未
快
掬
冒
日
数

が＝"
日
通
算

日
算
入

0●

窪
一
§
一

Ｐ
Ｐ
Ｌ
ｐ
ｌ
仏
Ｂ
Ｆ
Ｄ
陥
旧

!；

●
●
■

刑
名
・
刑
期
・
金
額
．

●
●
ゆ

恩
飲
事
項
‐
そ
の
他

生
年
月
日

醒
顯
豚
竿
〃
月
泌
日

氏
名
一
八
事
Ｉ
郡

◆
●
ｑ

｡

●

○

華
頭
者
名

八
坂
十
鎌

●

◆

平
成
“
坪
十
月
日
飼
製
．

秘
：
観
、
碍
年
燭
勵
．
淡
咽
嶽
級
．

○
○

平
成
グ
／
雫
疹
・
月
〃
／
日
へ
癖
鵬
伽

平
虞
ク
蚤
月
や
通
受、

■支
部

早
口

● ゾ余
■ ■

平
成
年
・
月
日
・
匠
駅
放

・
・
・
期
問
満
了

采
成
・
年
月
・
日
通
受

爵 藍
ザーナ
年 年

多寡
日 日

潮
通

.受

魯葛、
支

部
金

詐
欺

戚
判
・
確
定
・
刑
終
・
完
納
の
日

裁
判
所
名。

罪

名

●
■

大
阪
市
雀
．
申
之
童
丁
亘
惨
処

●
中

魅
役
禁
鯛
嗣
金
刑
年
間
執
行
猶
子

曾
烟

／

年
月

闘
金
⑩
円

二
日
円
）

駐
役
禁
鰯
嗣

法
定
裁
定

儲

未
決
拘
留
日
数

年
間
執
行
勉
子

十鞍
日
通
算

Ｂ
算
入

Ｄ
Ｐ

刑
名
・
刑
期
・
金
額

恩
飲
事
項
・
そ
の
他

生
年
月
日

霧
纐
捉
年
＆
月
十
日

氏

●

名
一

篝
一

鉦
頭
着
・
名

人

蔭
一
◇

平
成
降
写
ク
／
月
〃
日
圃
製
．

■

平
成

● b■■■■■■●

年
月
．
日
間
餌
．

◆
■
華



(2)[恵姦蒋言爾答]【名簿の閉鎖】
恩赦があった場合は、前述（13ページ「②恩赦事項通知による処理」）のとおり、これは

①荊難護識議蕊鶏慧、②荊擬箔識愁裁蕊職復潅蕊灘蕊蕊簿溌鴎蕊溌蕊鰐慧、③繍蕊謹磯鎮謹

懸溌鼈簿篭建議蕊蕊議議鶏馨の三つに分類される。よって、地方検察庁からの恩赦事項通知

により、その内容が①と②である場合には、名簿を閉鎖することとなるため､次により処理

をする。 （③の追記については、13ページ「②恩赦事項通知による処理」の項参照）
①文書処理簿への登載

通知を受けたら、直ちに文書処理簿に登載する。

（4ページ「①文書処理簿への登載」の項参照）

②チェック欄の設置

また、見出しの処理、名簿の閉鎖、公選通知の各処理漏れ防止のためのチェック欄を通

知書の余白にゴム印等により設けるとよいであろう。 ．（4ページ「②チェック欄の設置」

の項参照）

③戸籍・名簿との照合

く 通知書に記載されている本籍・氏名・生年月日を戸籍と照合し、犯歴内容を名簿と照合

する。

旬相違がある場合は、通知書を訂正し、訂正後の通知書の写しを添付のうえ、様式（1）に

より、地方検察庁へ通知する。

命転籍等により既に本籍が異動しており、それが転属通知漏れである場合は、地方検察庁

へ様式（1）により通知するとともに、新本籍地へは、名簿の写しと本通知書を添付のうえ、

様式（3）により通知する（35ページ「①他市区町村へ転属した場合」の項参照）。文書処

理簿へはその旨を記載する。

④選挙管理委員会への通知

既決犯罪通知の処理において、公選通知をした者については、恩赦事項通知書の写しを

添付のうえ、様式(2)により住所地の選挙管理委員会へ通知し、その旨を名簿の｢その他」

欄に記載する。

戸籍附票の住所が職権消除又は海外転出している場合は、その後、住所設定、未届転入、

’ 国外からの転入があった場合に、改めて住所地の選挙管理委員会へ通知しなければならな

いので注意すること。 （5ページ「④選挙管理委員会への通知」の項参照）

⑤名簿の閉鎖

通知書の恩赦事項区分(1～9)により恩赦の種類を特定し、それが、猫議讃識する場合

（大赦【区分1】・特赦【区分2】）及び釜種復権する場合（政令復権【区分5】・個別復権【区

分7】)であるときは、名簿を閉鎖することとなるため、名簿の恩赦事項欄にその旨を記載

し、閉鎖年月日欄に閉鎖日を記載したうえ、名簿を除去簿に編綴し保管する。 （名簿の恩
赦事項欄への記載例は、15ページ「(キ>名簿の記載要領」の項参照）

なお、他に消滅しない刑あるいは全面復権しない刑がある場合には、名簿を閉鎖せずに、

名簿の恩赦事項欄にその旨を記載するにとどめるため注意すること。

⑥見出し帳の手入れ

戸

（

名簿を閉鎖した場合は、見出し帳の氏名等を朱線で抹消し、閉鎖年月日を記載する。
の

⑦通知書の供覧及び保管

所要の処理を終えれば、通知書はまとめて（例えば月ごとに）供覧に付し、供覧を終え

た通知書は民刑関係通知書綴に編綴し保管する。
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【名簿記載例】 ～恩赦があった場合（政令復権）～
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戸籍届書により異動があった場合(3）

①他市区町村へ転属した場合 【名簿の閉鎖】

名簿に登載されている者が、転籍・婚姻等により本籍が他市区町村に異動したときは、

新本籍地及び地方検察庁へ通知し、名簿を閉鎖する。ただし、既に刑が消滅していると思

われる場合には、先に刑の消滅の照会を行い、その結果を待って処理をする。この場合の

事務処理は、次により行う。

(ｱ）戸籍届書と見出し帳との照合

本籍分の戸籍届書と見出し帳を照合し、名簿に登載されている者につき、転籍・婚姻

等により他市区町村へ転属した者はないか、死亡・失除した者はないか、あるいは日本

国籍を喪失〈離脱)した者はないかを調査する。

この照合調査の方法については、各区の裁量によるが、少なくとも、他市区町村へ転

属した者を長期間通知をせずに放置しておくのは好ましくないため、できるだけ日々行

うようにするのが理想的である。そのために、より効率的、迅速に照合できるように、

見出し帳を一目瞭然に判別できる状態にしておく必要がある。例えば、そのために、現

在五十音順に作成されている見出し帳に、さらに、別途、五十音ごとに氏名のみの鉛筆

書きの一覧表を作成してはさみこんでおき、名簿の作成や閉鎖により見出し帳の手入れ

をするときに、同時にこの一覧表の氏名の加除処理を行うようにしておき、これを照合

用に活用するのも一方法である。

一
、
〆
く

(例） 古賀桃太小池

小泉

小出

小坂

小林

小松

小宮

小村

小林

小林

小山

小山

一郎

健

憲次

良雄

和樹

有紀

大輔

良輔

加奈

四郎

松江

国府英雄

国分勘助

近藤

近藤

近藤

秋雄

隆道

竹道条
代
味

五
五
五

武弘

友博

光輔

越田

越野

越部

越山

万造

裕次

雄大

康成

紺野美佐

幸田呂順

幸徳幹雄

幸野幸雄

権藤石男

権藤里香

一

ｒ
ｉ
、

駒井

駒井

駒江

駒田

五郎

三雄

建造

高次

甲田五雄

甲野幸子

<ｲ）名簿の点検

戸籍届書と見出し帳との照合により他市区町村へ転属した者につき、名簿を点検し、

刑が消滅していないかどうかを確認する。

(ｳ）刑の消滅の照会

名簿の点検により刑が消滅していると思われる者については、名簿の写しを添付のう

え、様式（5）により地方検察庁へ照会する。その回答により、刑が全部消滅している場

合には、名簿を閉鎖する。 （31ページ「(1)刑が消滅した場合」の項参照）

(ｴ）新本籍地への通知
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刑が消滅していない場合、及び前項（ウ）の照会の結果、刑が消滅していない場合及

び一部消滅している場合について、次により新本籍地へ通知する。

(a)名簿の写しを作成する。

O地方検察庁への照会の結果、刑が消滅していないものについては、その回答書

の写しを添付する。

0刑が一部消滅しているものについては、名簿の当該刑を朱線交差により抹消し、

「その他」欄に「刑の消滅」の旨を記載したうえで、写しを作成する。

(a)の写しを添付のうえ、様式(3)により新本籍地へ通知する。Ｊ
，

。
、
ｃ

く
く 文書処理簿にその旨を記載する。

(ｵ）地方検察庁への通知

様式（4）により地方検察庁へ通知し、その旨を文書処理簿に記載する。

(力）名簿の閉鎖

名簿の「その他」欄又は右欄外に「年月日000000へ転籍」と記載し、閉鎖年月日欄に

閉鎖日を記載のうえ、名簿を閉鎖する。閉鎖した名簿は除去簿に編綴し保管する。

(ｷ）見出し帳の手入れく 、 ノ
ーーーーダ

見出し帳の氏名等を朱線で抹消し、閉鎖年月日を記載する。

【名簿記載例】 ～他市区町村へ転属した場合～

（ ～一夕

－36－

藍 爵

年 年

月 月

日

通
受

日

期
仮
釈
放

間
潤
了

『
ケ

平
成
年
月
日
刑
終
了
完
納

平
成
年
月
．
日
通
・
愛
．

平
成
年
・
月
日
直
告
鴫
式

平
成
年
月
日
確
定

平
成
年
月
日
通
受

■ 8

支 ・裁 簡． ・地
判 ．

部 所 易． 、方

申 ■

平
成
年
．
月
日
・
仮
釈
放
．

●
●

、
期
間
鯛
了

平
成
・
年
月
・
日
通
受

平
成
〃
年
”
月
や
日

弔
成
・
〃
年
勿
月
〃
日

漁
通
受
．

平
ら
蜂
符
拶
則
哨
燗

平
成
。
／
坪
″
月
心
譜
碓
定

乎
成
○
ソ
竿
〃
月
・
宿
通
受

＠重⑥
支

部
灸

e ■、 薑

。
●

裁
判
・
砿
定
・
刑
鋳
・
完
納
の
日
．

裁
判
所
名

罪

名

●
０

大
鴇
握
手
量
勾
一
ゴ
園

應
役
禁
題

年
月

罰
金
円

（
一
日
円
）

慾
役
禁
鍛
罰
金
刑
年
間
執
行
猶
予

裁法
定定

■

・
未
決
拘
留
日
数

０

日
通
算

日
算
入

＄．

● 6

ザ ､

侭
惣
禁
鯛
／

年
月

罰
金
円

（
一
日

円
）

建
役
禁
鯛
罰
金
刑
年
間
執
行
猶
予

法
定

．
裁
定

■
●

未
決
拘
留
日
数

"〃

日
通
算

日
算
入

●｡

篝難
． 、鷺 ．

刑
名
・
刑
期
・
金
額

●

宙

●
ｂ

恩
赦
事
項
・
そ
の
他

生

年

月

日

１

霧
膨
暹
月
署

氏

名

大
阪

篝
一

躍
頭
者
名

人
脈
婆
一
。

平
成
艮
年
〃
月
タ
日
鯛
製
．

平
酔
獲
年
〃
孔
．
〃

。
，
●

Ｂ
・
閉
額
、

Ｆ
●



②死亡・失跨・日本国籍喪失(離脱)をした場合 【名簿の閉鎖】

名簿に登載されている者につき、死亡・失跨・日本国籍喪失(離脱)をしたときは、地

方検察庁へ通知し、名簿を閉鎖する。この場合の事務処理は、次により行う。

(ｱ）戸籍届書と見出し帳との照合

本籍分の戸籍届書と見出し帳を照合し、名簿に登載されている者が死亡・失践又は日

本国籍を喪失(離脱)していないかを調査する。（調査方法については、35ページ「(ｱ)戸

籍届書と見出し帳との照合」の項参照）

(ｲ）地方検察庁への通知

戸籍届書と見出し帳の照合により、死亡・失跨。又は日本国籍喪失(離脱)があった場

合は、様式（4）により地方検察庁へ通知する。

(ｳ〉名簿の閉鎖
‘

名簿の「その他」欄又は右欄外に「年月日死亡」と記載し、閉鎖年月日欄に閉鎖日を

記載のうえ、名簿を閉鎖する。閉鎖した名簿は除去簿に編綴し保管する。

(ｴ）見出し帳の手入れ

く” 見出し帳の氏名等を朱線で抹消し、閉鎖年月日を記載する。

【名簿記載例】 ～死亡した場合～
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③管内で転籍・婚姻等により本籍・氏名の異動があった場合 【名簿の修正】

名簿に登載されている者が、管内で転籍・婚姻等により本籍や氏名の異動があった場合

は、名簿・見出し帳を修正し、地方検察庁へ通知する。この場合の事務処理は､次により

行う。

(ｱ）戸籍届書と見出し帳との照合

本籍分の戸籍届書と見出し帳を照合し、名簿に登載されている者が、管内で転籍・婚

姻等により本籍・氏名等の異動がないかを調査する。 （調査方法については、35ページ

「(ｱ)戸籍届書と見出し帳との照合」の項参照）

(ｲ）地方検察庁への通知

戸籍届書と見出し帳との照合により、管内で転籍・婚姻等により本籍・氏名の異動が

あった場合は、様式（4）により地方検察庁へ通知する。

(ｳ）名簿の修正

名簿の｢その他｣欄又は右欄外に「年月日区内にて転籍」等と記載し、該当個所を朱線

で抹消のうえ修正する。

(ｴ）見出し帳の手入れ
(‐

、ー／

見出し帳の該当個所を朱線で抹消のうえ修正する。

【名簿記載例】
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蕊難蕊識議講灘蕊議蕊蕊

Ku刑の消滅とは

有罪の確定裁判の言渡しを受けた者は、その刑の執行を受け終わり又は受けることがなく

なった後もなお､･法律上及び事実上の不利益を負わされている。しかし、刑の執行を受け終

わった者等に対して、いつまでもこのような法律上、事実上の不利益を負わせておくことは、
その者の改善・更正の意欲を阻害し、善良な社会人として社会に復帰する機会を失わせるこ
とになる。

刑の消滅の制度は、このような犯人の改善・更正の障害となっている不利益を一定の条件

の下に取り除き、速やかな社会復帰を図ろうとするものである。これには、蕊鑓蕊蕊礁迩謹

遜漉議識捌溌溝繊溌議鰐慧（刑法34条の2)と、義猿猶議翻間繊鍵繼潅蕊蕊澗瀧溝滅蕊議鶏慧
(刑法27条)と、憲識擢溌蕊翻難瀦猿議霧蕩慧（恩赦法2,3,4,5,12条〉とがある。

圧別刑法34条の2による刑の消滅(一定の年限の経過による刑の消滅）
く

刑法34条の2による刑の消滅の対象となる刑は、消滅期間との関係から､禁鋼製鑑議澗、罰

蕊撰蕊鐘荊、離迩鑓織の三つに区分される。禁鋼以上の刑とは、死刑、懲役、禁鋼の刑をい

い、罰金以下の刑とは、罰金、拘留、科料の刑をいう。死刑については、時効が完成するこ

とも考えられるので、消滅の対象に含めておく必要がある。また、刑の免除の言渡しも有罪
の確定裁判であるため、刑の消滅の対象に含まれる。

<')阿蚕蒲姦あ雨］
①禁鋼以上の刑

刑の執行を終わり又は執行の免除を得たときから罰金以上の刑に処せられることなく
塞縢を経過したとき。（刑法34条の2）

なお、仮釈放中の者については、仮釈放期間が満了したときに、自由刑の執行が終了
する。（刑法28条）

②罰金以下の刑

刑の執行を終わり又は執行の免除を得たときから罰金以上の刑に処せられることなく
議蕊を経過したとき。（刑法34条の2）

なお、「刑の執行の免除」とは、刑の言渡しがあった後にその執行が免除される場合

をいい、これには、外国で確定裁判を受けた事件につき、重ねて裁判が行われた場合に

言い渡される刑の執行の免除（刑法5条)のほか、刑の時効の完成(刑法31条)及び恩赦に
よる刑の執行の免除(恩赦法8条)とがある。

また、「罰金以上の刑に処せられることなく」とは、「罰金以上の刑が確定すること

なく」という意味である。よって、罰金以上の刑の言渡しがあっても、それが刑の消

滅期間中に確定しない場合には、刑の消滅を妨げる事由とはならない。

③刑の免除

刑の免除の言渡しを受けた者については、その裁判の確定後罰金以上の刑に処せられ

ることなく謹難を経過したとき。（刑法34条の2）

刑の免除とは、犯罪そのものは成立しているのであるが、ただこれに対する刑罰を免

除する旨の言渡しをする場合をいう。つまり、これはあくまでも「有罪の裁判」であり、

「無罪の裁判」とは全く性格を異にするものである。また、「刑の免除」は、刑の言渡し

があった後にその執行が免除せられる「刑の執行の免除」とも区別すべきものである。

←
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(2）
今

①禁鋼以上の刑（刑の執行が終了した場合）

刑の執行終了の日（受刑の最終日）の翌日

②禁鋼以上の刑（執行中仮釈放された場合）

一員仮釈放期間満了日（仮釈放中の残刑期期間の最終日）の翌日

③罰金刑（現金納付又は仮出場により刑の執行が終了した場合）

刑の執行終了の日（現金納付又は仮出場による釈放の日）

④罰金刑（労役場留置の執行により刑の執行が終了した場合）
子一一一一一一一一一一一一．＝ーーーーー ﾏ 子

刑の執行終了の日（労役場留置期間の最終日）の翌日

⑤刑の時効により刑の執行の免除を得た場合
一一マーママーーーーーーママーマーーー

刑の時効完成の日（時効期間満了日の翌日）

⑥刑の免除の場合
一

刑の免除を言い渡した裁判の確定の日

(3)匝麺画
刑の消滅期間の進行は、刑の消滅期間内に更に罰金以上の刑が確定することにより中断
する。これにより、刑の執行終了から中断に至るまでの経過期間はなかったことになり、
当該刑の消滅期間は、中断の原因となった刑の執行終了後、改めて所定の消滅期間を経過
することが必要となる。つまり、前刑と後刑の消滅期間が同時に進行することになる。よ
って、前刑と後刑の消滅期間が同じであれば同時に消滅し、消滅期間が異なれば、別個の
時期に消滅することになる。ただし、後刑の消滅期間が前刑の消滅期間より早く経過した
場合には、前刑について刑の消滅期間の中断がなかったことになり、前刑は、その執行終
了後の所定の消滅期間の経過をもって消滅する。また、後刑消滅の時点で、既に前刑の消
滅期間が経過している場合には、その時点で前刑も同時に消滅する。

くﾛ 、.､－－ノ

KS．刑法27条による刑の消滅(執行猶予期間経過による刑の消滅）
執行猶予の制度とは、刑の言渡しはするが、その執行を一定期間猶予し、その期間を経過
したときに刑の言渡しの効果を失わせる制度である。すなわち、執行猶予期間中に執行猶予

の言渡しを取り消されない限りは、刑は消滅する。
／

(1）ｌ
、

ノ
一一一

執行猶予期間の満了日の翌日に刑は消滅する。

たとえ、執行猶予期間中に他の刑が確定しても、執行猶予の言渡しの取消しがない限り

執行猶予刑の消滅の日に影響しない。

ただし、補導処分に付されその期間を経過した場合又は仮退院後その残りの補導処分期

間を満了した場合には、たとえ執行猶予期間経過前でも、経過したものとみなされるので

注意すること。 （24ページ「仮退院期間満了通知による処理」、26ページ「自由刑執行終
了通知による処理」の項参照）

また、執行猶予期間中に執行猶予の言渡しの取消決定があっても、その確定が執行猶予

期間の経過後あるいは執行猶予期間の満了の日であるときは、執行猶予刑は消滅する。

(2）

執行猶予期間中に他の刑が確定し、執行猶予の言渡しが取り消されたときは、取消刑（

執行猶予の言渡しが取り消された刑）は、取消原因刑（執行猶予の言渡しの取消しの原因
となった刑）の執行終了後に執行が開始される。よって、両刑とも、それぞれの執行終了

時点から、それぞれの消滅期間が進行していくこととなる。
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刑の消滅期 劃の起算日

執行猶号
●

多期間が経過した場合

執行猶予が取り消された場合



【執行猶予の取消し】
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執行猶予刑の特例（補導処分に付された場合）(3）

執行猶予刑については通常はその期間満了により刑の言い渡しの効力を失う（つまり

消滅する）のであるが、例外として、売春防止法（17条1項)により補導処分に付された場

合には、執行猶予期間中つまり執行猶予期間満了前であっても刑が消滅する。

すなわち、同法において、20歳以上の女子に対して、刑の執行猶予に際して6ケ月の補

導処分に付して婦人補導院に収容することができるとされており、また、地方更正委員会

の許可により仮退院することもできるとされている。この場合に、補導処分の執行が終了

したとき、あるいは仮退院期間が満了したとき（つまり、仮退院を取り消されることなく

補導処分の残期間を経過したとき)は、刑の執行猶予期間が経過したものとみなされる(売

春防止法30条､32条1項)。すなわち､その時点で刑は消滅する。これは、婦人補導院からの

自由刑執行終了通知及び保護観察所からの仮退院期間満了通知によって確認することがで

きる（24ページ「仮退院期間満了通知による処理」、26ページ「自由刑執行終了通知によ

る処理」の項参照）。よって、地方検察庁へ刑の消滅の照会を行う際には、消滅期間が経

過した場合、執行猶予期間が経過した場合とともに、補導処分の執行が終了した場合、仮

退院期間が満了した場合についても、忘れずに照会するよう注意すること。

〈

K4コ恩赦による刑の消滅
恩赦があった場合、これは効果の面からみて、灘識・穏鍍･漁猟・荊蕊栽糠蕊蕊際・復

権の五つに分類される。さらにこれらを、剰蒸讃識義溌鰐慧、塗篭獲權裁灘鑑慧、溌識霊

凝議議溌箔識謹蕊猫濃權謹懇溌蕊鶏慧に分類することができる。

このうち畿赦と祷識については、恩赦により刑の言渡しの効力を失うため、その時点で

刑は消滅する。ただ、刑の消滅の効果として、喪失又は停止されていた権利や資格を回復

するという意味では、刑法34条の2の消滅期間経過による場合､及び刑法27条の執行猶予期

間による場合と同じであるが、大赦及び特赦は、未執行の刑や執行中の刑の言渡しの効力

を失わせ、あるいは公訴権をも消滅させるので、その実質的効力ははるかに強い。

なお、澗鐵請識と釜蕊複耀については名簿備え付けの目的がなくなるため、名簿を閉鎖

することとなる。ただ、刑の消滅が、刑の言渡しそのものの効力を失わせるのに対し、復

権は、刑の言渡しの効力は変わらず、単に一定の資格を回復させるにとどまるため、その

効力に違いがある。

（恩赦があった場合の処理については、13～16ページ、33～34ページを参照）
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刑の消滅の具体的事例

厩示寂礪答1

KM

(1）

①禁鋼以上の実刑の場合

刑執行終了日（受刑の最終日）又は仮釈放期間満了日の翌日から起算して10年を経
過した日が刑の消滅の日となる。

誠2.1号20職2.1浬一一一…一・脚間(1畔>,……_迦2:砦20職1弓I

12.21

唖哨棚間

"7H

哨剛間

0鰯H
側齪 鵬7

鯛獅

〈 ②罰金以下の実刑の場合
L一ノ

刑執行終了日（罰金を完納した日、仮出場による釈放の日、労役場留置期間の最終
日の翌日）から起算して5年を経過した日に刑は消滅する。

呉呈…一-一一.……一一一梢削間(5年)-…………一国…_迩騨･4職'考軸7.9.5 9.5

唖附鯏間

噸了H職徽
③執行猶予刑の場合（取消しがない場合）

執行猶予期間の満了日の翌日に刑は消滅する。

9.5職 蛎屑f醐
ﾉ’ 、
J

、～一ノ〈
唖術噛瑚間

067H
鵬淀(3網棚瀞）

④執行猶予刑の場合（補導処分に付された場合）

執行猶予刑において補導処分に付された場合は、補導処分の執行終了日又は仮退院
期間満了日の翌日に刑は消滅する。

恥服

9.5 職14.3.4
ﾆﾆﾆﾆﾆ胃ﾆﾆﾆ圭雲｡.i

稲 ⅢIZ－9な一 一架I

‐＝ニコーー‐‐‐‐ー■■‐ーーー‐ー

唖鯛舩0棚侭了H

剛蝿蹴餓TH
剛齪

繍闘う
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｢震荊誘電冨蕩答~1(2）

[A]前刑と後刑が同等の場合

前後刑の消滅期間は後刑の執行終了後同時に進行するため、前後刑が同等の場合は同
時に刑が消滅する。

①前刑、後刑とも禁鋼以上の場合

鞠 卿一 『……----前捌瀧鯛(10年>----------,

馬 青ニモニ茎三二
5

坐

則

鮮絢
圃函鯛嘘 柵齪 郷簡

”㈹騨絢
雛鵬

翻剛

鰯B

雛鵬

鯏間0

閥TH

曇
く

②前刑、後刑とも罰金以下の場合

･-----…一一搬聯鯏間(5年>-----------…： ：

¥M5.10.15
5mlZ_9_4 ¥M

辰二三器ニニモ三三三竺坐
耐
別
岬

鯛繍徽
圃魎雛鵬

棚剛

箭TH

[B)前刑と後刑が同等でない場合

前後刑の消滅期間は後刑の執行終了後同時に進行するため（後刑が執行猶予刑の場合
はその確定後に前刑の消滅期間が進行する）、前後刑が同等でない場合は、それぞれ所
定の消滅期間が経過したときに刑が消滅する。ただし、後刑が前刑より早く消滅する場

合には、前刑はその執行終了後の所定の消滅期間を経過したときに刑が消滅する。また、
後刑消滅の時点で、既に前刑の消滅期間が経過している場合には、その時点で前刑も同
時に消滅する。
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①前刑禁鋼以上、後刑罰金の場合

(ｱ）後刑が前刑の消滅前に消滅する場合
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前刑と後刑が同時に消滅する場合（後刑が前刑の消滅期間経過後に消滅する場合〕(ｲ）
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③前刑罰金以下、後刑禁鋼以上の場合
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④前刑罰金以下、後刑執行猶予刑の場合

(ｱ）後刑が前刑の消滅前に消滅する場合
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⑤執行猶予が取り消された場合

執行猶予期間中に後刑が確定し、執行猶予の言渡しが取り消されたときは、前刑（取消
刑〉は後刑（取消原因刑）の執行終了後に執行が開始される。よって、両刑とも、それぞ
れの執行終了後に、それぞれの消滅期間が経過したときに刑が消滅する。
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通常、道路交通法等違反を除く罰金以上の刑については、地方検察庁から本籍地の市区町村長に

既決犯罪通知がなされ、それに基づき犯罪人名簿が作成されるのが原則であるが、犯行時少年であ

った者については、少年法第60条の規定の適用により例外的取扱いがなされている。

『一････‘･････‘．｡･･･-----..-..．･･･････････････-..--....-･･--......-..---.．‘．.，．.･･･-..-･･････--..--....-..-‘...･･---------.,.,..~‘.~~．.~~‘.｡.~｡.｡.~~~~~~~~..~｡.~..｡.~..．.．.~‘...~~~~~..~｡...｡.．~~~..~.．~..~~~~..~....~~~.....'‘｡..｡．~｡.

！【少年法第60条】 ：

i l. 少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり、又は執行の免除を！
受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の言渡しを受I

けなかったものとみなす。

: 2. 少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡しを受けた者は､i
その猶予期間中、刑の執行を受け終わったものとみなして、前項の規定を適用する。 i

i 3. 前項の場合において、刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、人の資格に関すi

る法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡しがあったものとみなす。 i
P■■－－■■－－ー■■一一の一一一一一一一一｡‐‐一一一一口ｰ■■-－一一一一一‐一一■■‐‐ー‐ー‐ー一一一ー一一一一‐‐ーー■■■■ー一一ーー■■一-一一一一一■■一一■■ーーーー－－ｰー‐ーq■‐‐一一‐‐一一一一‐ー■■ー■■ーー■■ー■■■■ーー

一
く

ﾐーーノ

nコ既決犯罪通知について
(1）

犯行時少年であった者については、下記に該当する場合は、既決犯罪通知は行われな

い。

①確定のときに刑の執行を受け終わったこととなる者。

②刑の執行を猶予する者。

③刑の執行を免除する者。

【注】 0 「犯行時少年」とは、あくまでも「裁判時少年」の意味ではない。

0 「確定のとき刑の執行を受け終わったこととなる」とは、本刑に満つるまで

未決勾留日数を算入する旨の裁判があった場合、あるいは、罰金刑の言渡しと

同時に言い渡された仮納付の裁判の執行後に当該裁判が確定した場合をいい、

いずれの場合も、当該裁判が確定したとき、既に刑の執行が終わっている状態

にある。
く 、,－－.／

既決犯罪通知が行われる場合(2）

犯行時少年であった者であっても、下記に該当する場合は、既決犯罪通知がなされる。

①懲役刑、禁鎚刑、罰金刑（仮納付の場合を除く）の実刑の裁判で、確定のときに刑の

執行を受け終わっていない者。

②懲役刑と罰金刑が併科され、懲役刑についてのみ執行が猶予された場合。

【注】 0 既決犯罪通知には、必ず「犯行時少年○○歳｣と記載される。

K2五犯罪人名簿の作成について
犯行時少年であった者については、下記の場合について、犯罪人名簿を作成する。

既決犯罪通知に基づき作成する場合(1）

犯行時少年であった者であっても、既決犯罪通知があった場合には、通常通り名簿を

作成する。ただし、一見して成人の犯歴と区別できるようにしておく必要があるため、

｢その他｣欄に、 「犯行時少年00歳」 「少年」 「(少)」等と朱書きする。
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(2） 既決犯罪通知書に代える旨の記載のある通知書に基づき作成する場合

犯行時少年であった者は、確定のときに刑の執行を受け終わったこととなる場合、刑

の執行が猶予された場合、刑の執行が免除された場合には、前述のとおり既決犯罪通知

がなされないが、その後、執行猶予取消しの裁判がなされもあるいは、刑の分離決定、

再審又は非常上告の裁判の結果、前になされた裁判の刑が罰金刑に変更され、かつ執行

猶予が付されなかったときは、下記の各通知がなされ、通知書には必ず「本通知書をも

って既決犯罪通知書に代える」旨の記載があるので、これにより新たに名簿を作成する。

名簿の作成方法は既決犯罪通知による場合と同様であり、名簿の「その他」欄には、

成人の犯歴と区別できるようにしておくために、 「犯行時少年00歳」 「少年」 「(少)」

等と朱書きする。

①刑執行猶予言渡し取消通知

通知に基づく処理については、 llページ｢①刑執行猶予言渡し取消通知による処理」

の項参照。

②刑の分離決定通知
〈

通知に基づく処理については、17ページ｢③刑の分離決定通知による処理｣の項参照。

③再審結果通知

通知に基づく処理については、19ページ｢⑤再審結果通知による処理」の項参照。

④非常上告結果通知

通知に基づく処理については、20ページ｢⑥非常上告結果通知による処理｣の項参照。

⑤犯歴事項通知

「本通知書をもって既決犯罪通知書に代える」旨の記載がある場合には、①～④と

同様の処理を行う。

犯罪人名簿の閉鎖についてKM
犯行時少年であった者については、いったん犯罪人名簿を作成しても、その後、自由刑

については刑の執行が終了し、罰金刑についてはその金額が完納されれば、少年法60条1

項の規定により、その時点から刑の言渡しを受けなかったものとみなされる｡これは、自

由刑又は罰金刑が時効完成した場合、あるいは恩赦により刑が執行免除された場合も同様

である。ただし、これは刑の消滅を定めた刑法34条の2の規定には該当しないため、刑の

執行終了が直ちに刑の消滅の効果をもたらすものではない。しかし、いずれにしても、こ

のことにより、犯罪人名簿備え付けの意義も実益も失われるため、下記の通知があったと

きは、「その他｣欄に｢少年法60条1項により資格回復」と記載したうえ、名簿を閉鎖する。

一一

く

刑の執行終了による場合(1）

①自由刑執行終了通知

通知に基づく処理については、26ページ「③自由刑執行終了通知による処理」の項

参照。

②仮釈放期間満了通知

通知に基づく処理については、22ページ「①仮釈放期間満了通知による処理」の項

参照。

③不定期刑執行終了決定通知

通知に基づく処理については、29ページ｢④不定期刑執行終了決定通知による処理」

の項参照。
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(2）

①刑の時効完成通知

通知に基づく処理については、 17ページ「④刑の時効完成通知による処理」の項参

照。

②恩赦事項通知（刑の執行免除「区分9」 ）

通知に基うぐ処理については、13ページ「②恩赦事項通知による処理」の項参照。

匠4コ犯行時少年であった者に関する事務の流れ
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様式（1）

平成 年 月 日

御中
大阪市 区役所

下記の理由により通知＜返戻〉します

記

1．該当者が見当たりません。

口 本籍・氏名・生年月日が相違していると思われます。添付の

戸籍の写しにより、再調査願います。

口 指定地に見当たりません。

口 誤送されました。

〈 、
ク
グ

／
）

2．事件本人は、添付の戸籍の写しのとおり異動（除籍）しています。

3．通知書を別紙のとおり訂正のうえ処理しましたので通知します。

【訂正理由】

平成 年 月 日行政区画変更・転籍・

（ ）により変更

誤字・俗字・正字。 （ ）であるため

口本籍

'P 、

、一ノ＜J 口氏名

4．その他
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様式（2）

第 号

平成 年 月 日

選挙管理委員会委員長殿

(大阪市・区長印）

く
公職選挙法の規定による通知について

次の者が貴管内の住民基本台帳に記録されていると考えられ

ますので、別紙写を送付します。

記

1．氏 名

／

く 2．本 籍

3．戸籍附票の住所
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様式（3）

第 号

平成 年 月 日

長殿

(大阪市・区長印）

＜＝
転属者民刑事項通知書

、－－ノ

下記の者は、平成 年 月 日 届出により

貴管内に入籍しましたから、別紙のとおり通知します6

記

／ 、

､｡～ノく
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一

ホ

新

旧

貴管内

● ●

氏 名

生年月 日

明治

大正 年 月 日
昭和



様式（4）

第 号

平成 年 月 日

大阪地方検察庁
●●

犯歴採証課御中

(大阪市・区長印）

〈
犯罪人名簿に登載されている者の異動について

標題について、下記のとおり異動があったので通知します。

記

一

く
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旧 新

本 籍
丁目---…_萱型－．

番

■ ①

丁目
番地

ー‐ー‐一一ーー一‐‐‐‐一一‐ー‐

番

筆頭者

氏 名

生年月日
明治

大正 年 月 日
昭和

異 動
年月日

平成 年 月 日

異動事由

1．転籍

2．改姓（婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、入籍）
●

3．死亡

4．その他



様式（5）

第 号

平成 年 月 日

大阪地方検察庁検察事務官殿

大阪市 区長

刑の消滅等について（照会）

別紙 ほか 名に関する前科につき

刑法第27条同法第34条の2の規定により効力を失い

又は消滅の事実の有無を調査の上回答願います。

＜
~､ノ

第

平成 年 月

ロ
言

日

大阪市 区長殿 ′ ､

ノ､､－－．〆く
大阪地方検察庁検察事務官

刑の消滅等について（回答）

名に関する前科につき回答する。別紙

閂
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